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国際商事仲裁との関係での裁判所を通 じた

  保全命令について
シンガポールにおける状況 を例 として 一

的 場 朝 子

1 は じめに

 我 が国で は、2003年 に新た な仲裁法(1)が成立 した。た だ し、そ の 目的 につ

いて は、「今 回の改正作業 は国際的 な水準 に追 い付 くことが もっぱ ら中心的

な 目標 で、 それを超 えて、新 しい仲裁法 によって どん な将来像 を描 いてい く

のか とい う国家戦 略の よ うな もの は、殆 ど議論 されなか った」(2)と説明 され

ている。そ こで は、例 えば、仲裁 地が外 国であ る場合の仲裁(本 稿 では、 こ

れを 「外 国仲裁(foreign international arbitration)」 と呼ぶ)に 対 して日本

の裁判所 が どの程 度協力 して いけるのか(3)(ま たは、すべ きなのか)と い う

問題 は、今後の課題 として残 されている部分が多い と考え られる。

 そ れに対 し、特 に コモ ン ・ロー系 の国々では、司法 ビジネス又 は仲裁 ビジ

ネス も国家的 に活発化 すべ き 「産業」の1つ と捉 える意識が明確 にあ り、例

えば、 シンガポールは、 自国に 「仲裁 ビジネス を呼び込む」 ことに熱心であ

る。 しか し、それは、仲裁地 をシ ンガポール とする仲裁 を増加 させ ようとす

る(4)ことのみ を意味す るわけではない。2009年 の シ ンガポール国際仲 裁法改

(1)平 成15法138。 施行 日は2004年3月1日 。

(2)座 談 会 「新仲裁法について  UNCITRALモ デ ル法 との異同を中心 に(下)」JCA

 ジャーナル50巻11号2頁 、特に6頁(2003年)(三 木 浩一教授の発言)。

(3)前 掲 注(2)の 座 談会における中野俊一郎教授の発言(仲 裁地が外 国にある場合の日本の

 裁 判所の証拠調べの援助 に関するもの)は 、 まさにこの問題意識に基づ くものと理解

 で きる。

(4)シ ンガポールを国際仲裁 の世界的な中心地の1つ としようとする方向性が維持 されて

 い ることは明 らかである。
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正(5)からは、 さらに、 国家 として国際的な仲 裁制度の円滑化 を支援 してい く

ことによ り国際仲裁 の制度 をよ り魅力 ある もの とし、制度利用 の活発化 を促

してい くとい う政策 を見出す ことがで きる。

 本稿 は、外 国仲裁 との関係 での裁判所 の保全命令 に関するシ ンガポー ルに

おけ る国際仲裁法改正 と、その法改正 の契機 となった シンガポール控訴裁判

所(Court of Appeal)のSwift-Fortune事 件判決(6>とを検討す る ことに よ り、

国際仲 裁 における国家裁判所 の役割 を特 に保全措置 との関係 で考察 しよう と

す るものである。

 我 が 国 の 現 在 の 仲 裁 法 は、UNCITRAL Mode1 Law on lnternational

Commercial Arbitration(以 下、 「モデル法」 又 は 「UNCITRALモ デル法」

と呼ぶ場合 は、原則 として、 これを指す)に 基づ くものであ り、 モデル法の

2006年 改正(以 下、 「2006年改正後 のモ デル法」 とい うときは、 これを指す)

以前 に制定 された ものである。従 って、2006年 改正後のモデル法 で盛 り込 ま

れた規定、例 えば、Article17Jの よ うな規定 は採用 していない。 この点、 シ

ンガポ ール控 訴裁判所Swift-Fortune事 件 も、2006年 改正 モデ ル法以前 の シ

ンガポール国際仲裁法 に関する解釈が争点 となった事件 である。コモ ン・ロー

の影響 の強い シンガポール における法状況 と我が 国におけるそれ とでは関連

す る民事保全 ルール等 に違いあるため同 じ枠組み の中で全 て を比較 で きるわ

けで はないが、Swift-Fortune事 件の検討が、我が 国の現行法の解釈 や将来的

な改正 に向けた方 向性の展 望にあたって僅 かにで も参考 になるのではないか

と考 えている。

 以下で は、 まず、裁判所 による保全命令 に関す る 日本の仲裁法上 の規定 を

概観 し(H)、 次に、 シ ンガポール にお けるSwift-Fortune事 件 を中心 とす る

裁判例 とSwift-Fortune事 件 後 の シンガポー ル国際仲裁法 改正 を紹介 した上

(5)The International Arbitration Amendment Act(Act 26/2009)(施 行日は2010年1月

 1日)に よるThe International Arbitration Act(シ ンガポール国際仲裁法)の 改正。

(6)Swift-Fortune Ltd v Magnifica Marine SA, Court of Appeal, Judgment of l Dec.2006,

 (2006)SGCA 42.
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で(皿)、 そ う したシ ンガポールでの法状況か ら得 られる示 唆(IV)と いう

順 に検討 を進 めてい く。

五 裁判所による保全命令についての 日本の仲裁法上の規律

1.仲 裁 法15条

 我が国の仲裁法15条 は、モデル法9条(7)に基づ くものであ り、「仲裁合意は、

その当事者が、当該仲裁合意の対象 となる民事上の紛争に関して、仲裁手続

の開始前又は進行中に、裁判所に対 して保全処分の中立てをすること、及び

その申立てを受けた裁判所が保全処分を命ずることを妨げない。」と規定す

る。これは、当事者間に仲裁合意が存在する場合、同一当事者間の本案訴訟

提起は仲裁合意の抗弁によって却下されるが、本案の訴えとは異なって保全

中立ては、仲裁合意が存在するという一事のみによって却下されるものでは

ないことを定めるものである(8)。

2.外 国仲裁 との関係

 では、我が国の裁判所は、仲裁地が外国となる仲裁合意が存在する場合で

あっても、当事者の申立てにより保全命令 を発令することがで きるのであろ

うか。

(7)モ デ ル法9条 は、「当事者が仲裁手続 の前又は手続中に暫定保全措置 を申 し立てるこ

 と、お よび裁判所がかかる措置 を認 めることは、仲裁合意に抵触 しない」(和 訳は、

 澤 田壽夫教授 による 〔ジュリス ト857号101頁 以下(1986年)、 特 に102頁 〕)と 規定する。

 2006年 改 正後モデル法においても特に変更はない。

(8)後掲 注(sg)、80頁 〔豊田〕。
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(1)我 が国の仲裁法の適用範囲

 我 が国の仲裁法1条 は、原則 として、仲 裁地(9)が日本 国内にある場合 に 日

本の仲裁法が適用 される もの と定めている。ただ し、同法3条 は、特 に2項(1°)

で、 「第14条 第1項 及 び第15条 の規 定 は、仲裁地 が 日本国内 にある場合 、仲

裁 地が 日本 国外 にある場合 及 び仲 裁地が 定 まっていない場合 に適用 する。」

と規定す るので、仲 裁法15条 は 「仲裁地が 日本国外 にある場合」で も適用 さ

れるこ とが 明文上明 らかである。

(2)仲 裁 法15条 の定 めの意味するもの

 しか し、我が国の仲裁法15条 自体 は、 「保全処 分 を認め る根 拠条 文 とな る

ものではな く」(11)、「管轄や不 服 中立て等 は民事保全法の規定に よることにな

る」(12)と説 明 されてい る。つ ま り、仲裁合 意 を行 った当事者 が保全命令 につ

いて国家裁判所の助け を借 りるこ と自体 は妨げ られない ことを、 同法15条 で

確認 しているのみであって、 日本の裁判所 の助 け を借 りられ るのか とい う問

題 はこの規定の射程外 である と解 され る。

 では、 日本の裁判所 は如何 なる場合 に、仲裁 との関係で保全 を命 じ得 るのか。

 我が 国における状況 を考察す る前 に、次章で は、 日本 の仲裁法15条 と同様

にUNCITRALモ デル法9条 に基 づ くシ ンガポール国際仲裁法Section12(7)

の解釈が 問題 となった事例 とそ こで如何 なる議論が なされたの かをみてみ た

い 。

(9)仲 裁法の適用如何 を仲裁地が どの国にあるか によって決す るというのは、仲裁手続 と

 「仲裁地」国 との一定の繋が りを前提 とした ものである と考え られる。 しか し、 こう

 した 「民事訴訟 と法廷地国法秩序 との関係 とほぼパ ラレルに、国際仲裁 は仲裁地国法

 秩 序の強固なコン トロールに服す るという見方」 に対 して、「仲裁 は特定国の司法制

 度 やその国家法秩序の中に位置づ けられるものではないとして、 国際イ中裁の 自律性 ・

 独 立性 を強調する考え方」も存在 し(中 野俊一郎 「国際仲裁 と国家法秩序の関係」 国

 際 法外交雑誌llO巻1号53頁 、 特に54頁 〔2011年〕)、国際仲裁の国家法秩序 との関係

 については議論があるところである。

(10)これ も、基本的に、モデル法Article1(2)に 基 づ くものである。

(11)近藤 正昭=片 岡智美 「仲裁法の概要」JCAジ ャーナル50巻10号8頁 、特 に11頁(2003年)。

⑫Ibid(近 藤 正昭=片 岡智美).
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皿 外国仲裁のサポー トのための裁判所を通じた保全命令

1.Swift-Fortune事 件(13)

(1)事 実 関係

 リベ リ ア会 社Swift-Fortune Ltd(以 下、債 権 者X)は 、 パ ナ マ 会社

Magnifica Marine SA(以 下、債 務 者Y)か ら船舶(Capaz Duckling)を

950万USド ルで購 入す る契約 を結 んだ。売買契約 の準拠法 はイ ングラン ド

法 とされ、当該契約か ら生 じる如何 なる紛争 もロン ドンでの仲裁 に託 され る

こ とが定め られていた。契約に従 い、債権者Xは 売買価格 の20パ ーセン トを

シ ンガポールのDnB銀 行 のエ スクロウ ・ア カウン トに当事者双方 の共同名

義で預けた。船舶の引渡時に、債務者Yは 同銀行で売買価格全額 の支払い を

受 けることになっていた。 ところが、船舶の引渡 しが遅れ、Xの 主張 による

と、Xは 約200万USド ル～250万USド ルの損失 を被 った。そ こで、250万

USド ル までの範囲でYが そのシ ンガポール所 在財産 を処分す るこ とを禁 じ

る内容の マ レーバ ・インジャンクシ ョンαのの発令 を、Xが シンガポール裁判

(13)前掲 注(6)。See also, Andrew Chan＆Renita Sophia Crasta,"lnterim Measures in

 aid of Foreign Arbitration:ARe-think(Case Note),"20 SAcLJ 769(2008).

(14)イングラ ンドにおいて1975年 のNippon Yusen Kaisha事 件 で初めて認められた とされる

 制 度であ り、対人的な暫定的資産凍結命令である。小杉丈夫 「連邦管轄 と債務者財産

 凍結のための予備的差止命令」法律のひろば2001-9、62頁 以 下、特に66頁 は、マ レー

 バ ・インジャ ンクションについて、「英米の予備 的差止命令 は、わが国でいえば、倒

 産事件における債務者 に対す る財産保全命令 に近い性格 を有す る。つ まり、債務者 に

 よる第三者 に対す る財産の処分が一般的に凍結 される」と説明する。最初、イングラ

 ン ドで判例法上認め られ、その後、多 くの コモ ン ・ロー諸国(シ ンガポールを含め)

 で も同様 の制度が認め られるようになっていった。保全の 目的のための諸制度 には多

 様 なものがあるが、例 えば、海事事件におけるarrestの 制 度とマレーバ ・インジャン

 クシ ョンの制度 との違 いについては、三木浩一 「渉外的民事保全手段の新たな可能性

 (一)」 法学研 究65巻4号72頁 の注llを 参 照(イ ングランドにおけるマレーバ・インジャ

 ンクシ ョンの初期の展開全般についての詳細 な研究である)。 なお、 イングラン ドで

 は現在は正式には異なる呼び方がなされるが、シ ンガポールでは、この制度が イング

 ラ ンドにおいて初 めて生み出された頃の事件に因む"Mareva injunction"と い う呼び

 方が引 き続 き用い られている。
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所 に対 して申 し立てた ところ、一方的審理 によって発令が認め られた。

 しか し、その通知 を受 けたYは 、シンガポール裁判所 はマレーバ ・イ ンジ ャ

ンクシ ョンを発令す る管轄 ・権 限(jurisdiction or power)を 有 していなかっ

た と し て、 発 令 の 取 消 し を 申 し立 て た(原 審)。 結 論 と して、 原 審 の

Prakash判 事 は、 Y側 主張 を容 れ、外 国仲裁 にかか わるケースでは、シ ンガ

ポール所在財産 につ きマ レーバ ・インジャンクシ ョンを認 める権限 をシンガ

ポール裁判所 は有 さない と判断 した。 シンガポール裁判所 は、外国裁判所 の

手続 をサ ポー トす るために債務者 のシ ンガポール所在財産 につ きマ レーバ ・

イ ンジャ ンクシ ョンを発令す るこ とはで きない(Karaha Bodas事 件⑮)の で、

仲裁 との 関係 でシンガポール裁判所がマ レーバ ・イ ンジ ャンクシ ョンを発令

し得 る とい う明文 の制定法上 の根 拠が ない限 り、 シ ンガ ポール裁判所 はマ

レ・一 バ ・イ ン ジ ャ ン ク シ ョ ン を 命 じ る た め の 便 宜 法 廷 地(forum

conveniens)と はいえない、 とい う理 由であった。債権者X側 の代理 人 は、

シ ンガポール国際仲裁法12条7項(事 件当時)が その文言 か らして制定法上

の根拠 となる と主張 したが、債務者Y側 の代理人 は、同規定 の 目的論的解釈

に よる と同規定 は根拠 とな らない と主張 した。 これ ら双方の主張及 びシンガ

ポール国際仲裁法 とUNCITRALモ デル法の立法の経緯を注意深 く検討 した

上 で、Prakash判 事 は債務者Y側 主張 に理が ある としたのであ る。

 そこで、債権者Xは 、 シンガポール控訴裁判所 に不服 申立てを行 った。

(2)シ ンガポール国際仲裁法(the International Arbitration Act)

 シ ンガポー ル国際仲 裁法(IAA)は 、 UNCITRALモ デル法 を基 と して

1994年 に成立 した(16)。この国際仲裁法 の 目的は、 シンガポール にお ける国際

仲 裁の促進 にある(17)。

 なお、 シ ンガポールには、国際仲裁法 の他 に国内仲裁 にかかる法(仲 裁法

(15)Karaha Bodas Co LLC v Periamina Energy Trading Ltd,(2006)1SLR 112.

⑯ シ ン ガ ポ ー ル 控 訴 裁 判 所Swift-Fortune事 件 判 決(前 掲 注(6))パ ラ グ ラ フ13参 照 。

㈲ シ ン ガ ポ ー ル 控 訴 裁 判 所Swift-Fortune事 件 判 決(前 掲 注(6))パ ラ グ ラ フ14参 照 。
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(Arbitration Act:AA))が 存在す る。両者 の違 いは、「裁判所の介 入の程度

の違い(is)である と説明 され ている。

 詳細 は後述す るが、 シ ンガポール国際仲裁法Section12は 仲裁廷 の権 限に

ついて の規定 であ り、そ の第1項 で、仲裁廷 が(a)～(i)の 各号 に規定 される

目的のための措置 を命 じるこ とがで きると定め られている。

(3)シ ンガポール高等法院(High Court)段 階での法解釈

 (i)2つ の相反す る結論

 Swift-Fo rtune事 件 で シンガポー ル控訴裁判所が判断 を下す以前 の法状況 と

しては、外 国仲裁 との関係で のシ ンガポール裁判所 の保全命令権 限について

下級 審(高 等法 院)レ ベ ルで2つ の相反する判 断が下 され、解釈が分かれて

い た。1つ は、Swift-Fortune事 件 の 原 審判 決{19)であ り、 も う1つ は、 FYOnt

Carriers事 件判決㈲であ る。 この2つ の事件 は、共に ロン ドンを仲裁地 とす る

仲 裁合 意が存在 したケースで、債務者が シンガポールに財産 を有 し、 しか し

なが ら当事者双方 ともシ ンガポー ルに営業所(place of business)は 有 さず、

そ うした事実 関係 の下 でシ ンガポール裁判所 にマ レーバ ・イ ンジャンクショ

ンの発令 中請 がなされた とい う点が共通 している。

 一方で、前者 は、外 国仲裁 との関係 で、シンガポール所在財産 につ きマ レー

バ ・イ ンジ ャンクシ ョンを命 じるシ ンガポール裁判所 の権 限を否定す る解釈

を示 し、他方、後者 は、 同様 の場合 にマ レーバ ・イ ンジ ャンクシ ョンを命 じ

る権 限 を肯定㈱す る立場 に立った。

 (ii)高 等法 院段 階で の2つ の裁判 に対 す る評価

 一部 には、Swift-Fortune事 件原審判決が示 した解釈 に よれば、債務者 のシ

(18)Lawrence Boo「 シ ンガ ポ ー ル に お け る 国 際 商 事 仲 裁 」JCAジ ャ ー ナ ル54巻4号44頁 、

 特 に45頁(2007年)。

(19)Swift-Fortune Ltd v Magnifica Marine SA,(2006)2SLR 323.

(20)Front Carriers and Atlantic＆Orient Shipping Corporation,(2006 3SLR 854.

⑳ た だ し、 結 論 と し て は 、 発 令 要 件 を 充 足 し な い と して 、 マ レ ー バ ・イ ン ジ ャ ン ク シ ョ

 ン の 発 令 を認 め な か っ た 。
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ン ガポ ー ル所 在 財 産 を保 全 す る必 要 を感 じて い る 当事 者 が 、仲 裁 合 意 を結 ぶ

際 に シ ンガ ポ ー ル を仲 裁 地 とす る よ う努 め る こ とに な るで あ ろ う、 と予 測 す

る者 もあ っ た(22)。つ ま り、 シ ンガ ポ ー ル に仲 裁 を呼 び込 む とい う 目的 を達 成

す るた め に は、Swift-Fortune事 件 原 審 判 断 の解 釈 の 方 が 妥 当 で あ る とい うの

で あ る。

(4)シ ン ガ ポ ール 控 訴裁 判 所 の 判 断

 (i)シ ン ガポ ー ル 国際 仲 裁 法 の 目的 と同法Section12(7)

 シ ン ガ ポ ー ル控 訴 裁 判 所 は、下 級 審(高 等 法 院)の2つ の相 反 す る判 断 を

詳細 に吟 味 して い る。 そ の 中 で も特 に重 要 な争 点 の1つ は、 シ ンガ ポ ー ル 国

際 仲 裁 法Section12(7)の 解 釈 で あ っ た 。 同法Section12に は 「仲 裁 廷 の 権 限

(Powers of arbitral tribunal)」 と い う タ イ トル が つ い て お り、 そ の 第1項

で は仲 裁廷 の権 限 と して命 じ得 る措 置(費 用 の担 保 ・書 類 の 開示 等 に関 す る

命 令 の他 、(h)「 一 方 当事 者 が 財 産 を散 逸 す る こ とに よって仲 裁廷 が 下 す 判 断

を無 意 味 に さ れ な い よ うに す る た め 」 の 措 置 、(i)暫 定 的 イ ンジ ャ ンク シ ョ

ン 又 は そ の 他 の 暫 定 措 置 〔"an interim injunction or any other interim

measure"〕 、 等)が 列 挙 され て い る 。 本件 で 争 点 とな っ た裁 判 所 の権 限 に 関

す る規 定 で あ るSection12(7)も 、 こ う した 「仲 裁 廷 の権 限」 に 関 す る規 定 の

中 に位 置 づ け られ て い た。

 す な わ ち、 事 件 当 時 、Section12(7)は 、"The High Court or a Judge

thereof shall have, for the purpose of and in relation to an arbitration to

which this Part applies, the same power of making orders in respect of

any of the matters set out in subsection(1)as it has for the purpose of and

in relation to an action or matter in the court."と 定 め てい た 。

 Swift-Fortune側 の 代 理 人 は、 この 条 項 に は仲 裁 地 や仲 裁 に 適 用 さ れ る 法

(22)See, Wee Li-en,"Landmark ruling expected to bear strongly on arbitration in S'

 pore;Latest ruling seems to contradict an earlier judgment,"The Business Times
 Singapore, August 2,2006.
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に 関 す る 限 定 の 文 言 が 存 在 しな い 以 上、 文 言 に 忠 実 に 解 釈 す る と、

Section12(7)は 仲裁地が シ ンガポールか否か にかか わ らず全 ての 国際仲裁 に

適用 される ことになる と主張 した㈱。

 しか し、Magnifica側 の代理 人は、 この条項は文理解釈 されるべ きではな

く、 その 目的に鑑 みて解釈 され るべ きだ と主張す る。つ ま り、文理解釈 を し

た結 果 として、シ ンガポール を仲 裁地 としな くて もシ ンガポール所在 財産に

対す る保全措 置を シンガポール裁判所 に申請で きる と解す るな らば、外 国当

事者 にシ ンガポールを仲裁地 として選択 させるイ ンセ ンティヴを与 えない こ

とになって しまう。それ を避 けるため には、Section12(7)を 、 シンガポール

仲裁法 の 目的(シ ンガポールにおけ る国際仲裁 の促進)に 照 らして解釈せ ね

ばな らない図、 と。

 (ii)モ デル法9条 とシンガポー ル国際仲 裁法Section12(7)と の関係

 さらに、Swift-Fortune側 の代 理人は、 シンガポール国際仲裁法Sectionl2

(7)が1985年 モ デル法9条(25)に基づ くもので あることか らも、裁判所 は外 国仲

裁 との関係 で保全措置 を発令す る権限 を有す ると解 されるべ きと主張す る。

 しか し、 シンガポール控 訴裁 判所 は、次の ように指摘㈱し、Swift-Fortune

側 の代 理人の主張 を容 れていない。

 そ もそ も、モデル法9条 の採択経緯 に関す る資料 に よる と、 同条 は、裁判

所 の権 限 を認める ことを意 図 した規定で はな く、単に、仲裁 を通 じた紛争解

決 を求めつつ保全措 置につ いて 国家裁判所か らサポー トを受 ける という行動

が両立 しない ものではないこ とを明 らか にす る趣 旨の規定 である。 したが っ

て、モデル法9条 は各 国の国際仲裁法等の意味や効 果に影響 を与 えるような

(23)シ ン ガ ポ ー ル 控 訴 裁 判 所5w坂 一Fortune事 件 判 決(前 掲 注(6))パ ラ グ ラ フ21参 照 。

四 シ ン ガ ポ ー ル 控 訴 裁 判 所Swift-Fortune事 件 判 決(前 掲 注(6))パ ラ グ ラ フ22参 照 。

(25)前 掲 注(7)参 照 。 原 文 は 以 下 の と お り。"lt is not incompatible with an arbitration

 agreement for a party to request, before or during arbitral proceedings, from a

 court an interim measure of protection and for a court to grant such measure."

(26)シ ン ガ ポ ー ル 控 訴 裁 判 所Swift-Fortune事 件 判 決(前 掲 注(6))パ ラ グ ラ フ31-33参 照 。
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もので はない。 シ ンガポール国際仲裁法Section12(7)の 意 味 ・効果 はそれ 自

体の文言や構 造等か ら決せ られるべ きものである、 と。

 (iii)「保全措 置」 の類型 による差異 の考慮

 国際仲裁法Section12(7)の 文言 に単純 に忠 実に解釈す る と、同法Section12

(1)に挙 げ られてい る全 ての措置 につ いて外 国仲裁 との 関係 で もシンガポ ー

ル裁判所 が発令権 限を有す ると解す るこ とになる。 こうした解釈 が適切 か ど

うか を判断す るにあたっては、 イ ング ラン ドのChannel Tunnel事 件吻(Lord

Mustillの 判 示 部 分)が 参 考 に な る。 これ は、 シ ンガ ポ ー ル 国 際仲 裁 法

Section12(7)が 、元 をた どる とイ ング ラ ン ドの1950年 仲裁 法Sectionl2(6)に

基 づ く㈲ものだか らである。

 Channel Tunnel事 件で は次 のよ うに説 かれていた。 まず、イ ングラ ン ドの

1950年 仲裁法 は、立法 の経緯か らして外 国仲裁 には適用 されない。 したが っ

て、同法Section12(6)を 根拠 として暫定的 インジャ ンクシ ョン発令権 限を外

国仲 裁 との 関係 で認 め る こ とはで きないX29)。しか し、 Section37(1)of the

English l981 Act(s°に基 づいてであれば認め られ得 る。 また、 イ ングラ ン ド

裁判所 が発令 す るのが仲裁廷 の権 限を直接的 に侵害 しない ような暫定措置 で

あれ ば、か えって仲 裁廷 の判 断が実効的 になるの を助 けるので あ り、 「国際

吻C肋 ηη4血 朋61G眉 侃p L∫4 v Bαヶb曜Bθ∫り・Coη3伽c∫'oηL'4,〔1993〕AC 334(事 案 は概略次

 の ようなものである。ユーロ トンネル建設契約上の紛争が生 じ、債務者側が工事 を中

 止 する動 きを見せたため、債権者 は、債務者 らが工事をス トップすることを禁 じる暫

 定 的 イ ン ジ ャ ンク シ ョ ン(Sectionl2(6)(h)of the Arbitration Act 1950のinterim

 injunctionに 定 め られるタイプの措置)の 発令 をイ ングラン ド裁判所 に対 して求めた。

 争 点の1つ は、紛争解決につ きベルギーでの仲裁手続によるとの当事者間合意があっ

 た にもかかわ らずイングランド裁判所が暫定的イ ンジャンクションを発令す る権 限を

 有 するか どうか、そして権限があるとして も実際に発令すべ きなのかどうか、 という

 点 であった).

fig)シンガポール控訴裁判所Swift-Fortune事 件判決(前 掲注(6))パ ラグラフ51参 照 。

㈲ シンガポール控訴裁判所Swift-Fortune事 件判決(前 掲注(6))パ ラグラフ49参 照 。

(30)イングラン ドで 「マレーバ ・インジャンクシ ョン」の制度が生み出された際 にその根

 拠 と さ れ たSection45(1)of the Supreme Court of Judicature(Consolidation)Act

 1925に 相 当する規定である。 この点は、後述す る。
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仲裁 の精神」 に反す ることもない(31)。

 こ うして イ ングラ ン ドのChannel Tunnel事 件 を参照 した上 で、 シ ンガポー

ル控訴裁判所 は、 国際仲 裁法Sectionl2(7)を 文理解釈 して外国仲裁 との関係

でシ ンガポール裁判所 の保全命令 権 限を認め る ことは妥 当で ない と判 断 し

た。文理解釈 をす ると、外 国仲裁 との関係で シンガポール裁判所が発令 し得

る種類 の措置 とそ うで ない措置勧との差異 を無視 して一律 に外 国仲裁 との関

係で保全命令 を発令 し得 ると解す ることになる。 しか し、一部の類型の保全

措置 につ いて は、その発令が外 国仲 裁 に対す る過度 の介 入 とな り、「国際仲

裁の精神(the spirit of international arbitration)」 に反す ることにな りかね

ないか らである。

 (iv)Section4(10)of the CLA

 このように、 シ ンガポール国際仲裁法Sectionl2(7)を 根 拠 として外 国仲 裁

との 関係 でシ ンガポー ル裁判所 の保全命令 権限 を認 める ことは否定 された。

外国仲裁 との関係 でマ レーバ ・イ ンジャンクシ ョンを発令す る権 限を認める

ことがで きる とす れば、 国際仲裁法Sectionl2(7)で はな く、別の根拠 による

必要がある。 そ して、根拠 にな り得 るとすれば、それは、Section4(10)of the

Civi1 Law Act(the CLA)で ある。

 この シ ンガ ポー ル法 の規定 は、 イ ング ラ ン ドにお け るSection450f the

English Supreme Court of Judicature(Consolidation)Act l925㈹(s450f

the English 1925 Act)に 対応 する ものであ る。 イングラ ン ド控訴裁判所 が

1975年 に初め てマ レーバ ・イ ンジャ ンク シ ョンの制 度 を 「発 明」 したのは、

圃 シンガポール控訴裁判所Swift-Fortune事 件 判決(前 掲注(6))パ ラグラフ50参 照。

(32)ここでは、例 えばディスカバ リーの命令や費用の担保提供命令 などが特 に問題視 され

 て いる。外 国仲裁のために当事者が選択 した法がこれ らの命令 を認めていないか もし

 れ ないか らである。Mareva injunctionが 外 国仲裁廷 の権限ない し外国仲裁 を害す る

 もの と解 されているわけではない。

(33)イングラン ドでは、後に、Section37(1)of the English l981 Actが この規定にとって

 か わることになる。この点、シンガポール控訴裁判所Swift-Fortune事 件 判決(前 掲注(6))

 パ ラグラフ75参 照 。
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このs450f the English 1925 Actを 根拠 としてであ り、後 にシンガポール裁

判所がマ レーバ ・イ ンジャ ンクシ ョンを発令す るに際 しては、 シンガポール

法上Section4(10)of the CLAに 根拠 が見 いだ されて きていた。

 で は、Section4(10)of the CLAを 根拠 として、 シ ンガポール裁判所 は、外

国仲裁 との関係 でマ レーバ ・インジャンクシ ョンを発令す る権限 を有する と

いえるだ ろうか。

 まず、 この点 を決するには、 シンガポール法 の解釈 として もイングラン ド

のSiskinaの 法理の適用が あ り得 る図ことを念頭 に置 く必要がある。1979年 の

Siskina事 件(35)では、イ ングラ ン ド裁判所がマ レーバ ・イ ンジャンクシ ョンを

発令す るため には債務者財産が イングラン ドに所在 する として もそれだ けで

は十分で はな く、債務 者を相手取 って イングラン ド裁判所 で訴 えるこ とので

きる訴訟原 因(cause of action)が 存在す るこ とが必要 である、 とい うルー

ルが打 ち立 て られ ていた。

 このSiskinaの 法理が適用 され る とす る と、問われ るのは、外 国仲裁合 意

が存在す る場合 で も債務者 を相手取 ってシンガポール裁判所 で訴 えを提起 し

得 る訴訟 原 因が あ る とい え るの か どうか、 で あ る。 この点、 前述 のFront

Carriers事 件(外 国仲裁合意があった事案)に つ き、高等法院(Ang判 事)は 、

そ うした訴訟原 因の存在 を肯 定 してい る(36)。他 方、Swift-Fortune事 件(同 じ

く、外 国仲裁 合意 があった事案)の 原審判 断 は、Front Carriers事 件 とは異

な り、訴訟原 因の存在 を認めていない劒。

㊨の、κα納 αBo4α3事 件 の シ ン ガ ポ ー ル控 訴 裁 判 所 の 判 断(Supra note(15))で 、 シ ン ガ ポ ー

 ル 裁 判 所 がSection4(10)of the CLAを 根 拠 と し て マ レー バ ・イ ン ジ ャ ン ク シ ョ ン を 発

 令 す る 際 に イ ン グ ラ ン ドのSiskina事 件 の 判 例 法 理 が 適 用 さ れ 得 る こ と が 示 され て い

 た 。

(35)Siskina v Distos Compania Naviera S.A.,(1979)AC 210 (HL).

(36)シ ン ガ ポ ー ル 控 訴 裁 判 所Swift-Fortune事 件 判 決(前 掲 注(6))パ ラ グ ラ フ70参 照 。

(37)こ の 部 分 の 判 示 につ い て シ ン ガ ポ ー ル 控 訴 裁 判 所 は 極 め て 慎 重 で 、 外 国 仲 裁 合 意 が 存

 在 す る 場 合 のSection4(10)of the CLAの 角翠釈 に つ い て の 最 終 的 な 結 論 を 示 す の を避 け

 た と、Andrew Chan＆Renita Sophia Crasta, supra note(13), para.1(p.770),Para.

 7(p.772)は 理 解 して い る 。
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 (v)イ ングラ ン ド法 にお ける状況 との区別

 Siskinaの 法理 の妥当性 につ いては、 イ ングラ ン ドにお いて も疑問が呈 さ

れていた(38)。Siskinaの法理 を文言通 りに適用す る と、暫定的 イ ンジャンクシ ョ

ンを発令す る管轄 を制限 しす ぎることになる と考 え られたのであ る。後 に貴

族 院の判 断(前 掲注鋤 のChannel Tunnel事 件)でSiskinaの 法 理 は再検討 さ

れ るが、 そ こで の判 断 は必 ず し もSiskinaの 法理 を覆 す もの で は な く(39)、

Siskinaの 法理が どの範 囲で有効 なのか については議論 が続 いていた(40)。

 と ころで、Siskina事 件 当時 の イ ング ラ ン ドにお い て効 力 を有 して いた

1950年 仲裁法(Arbitration Act l950)(シ ンガポール国際仲裁法に大 きな影

響 を及 ぼ した法律 である)と 異 な り、その後の イングラ ンド1996年 仲裁法 は、

外国仲裁 との関係 で もイ ング ラン ド裁判所がサポー トを付 与 し得 るこ とを明

文 で定めた㈹。 さらに、仲裁 法以外 の法規(42)によつて も、 イ ング ラン ド裁判

所 が外国仲裁 との関係 で保全命令権 限を有 し得 ることは明 らか となった。

 この ように、 イ ングラ ン ドにおい ては、既 に、Siskinaの 法 理の妥 当性 は

さて お き、基本 的 に立法 的 な解決が な されて いる。 その点で、Swift-Fortune

(38)See, Collins,"The Siskina Again,"(1996)112 LQR 8, at 8.

(39)Channel Tunnel事 件 の 判 断 は 、先 例 で あ るSiskina事 件 の 法 理 自体 は 直 接 に は否 定 せ ず 、

 Siskina事 件 の 法 理 に 基 本 的 に 従 い な が ら も、 外 国 仲 裁 合 意 が あ る ケ ー ス に お い て イ ン

 グ ラ ン ド裁 判 所 の 暫 定 的 イ ン ジ ャ ン ク シ ョ ン発 令 権 限 が 認 め られ 得 る と した と こ ろ に

 特 色 が あ る 。 し か し、(裁 判 所 が 暫 定 的 イ ン ジ ャ ン ク シ ョ ン を発 令 す る権 限 を有 す る

 と して も)結 論 的 に は、 仲 裁 廷 が 最 終 的 に 下 す べ き判 断 を先 取 りす る よ う な 命 令 を裁

 判 所 が 発 令 す べ き で は な い と の 判 断 が 下 さ れ た 。

㈹See, Mohammad-Ali Bahmaei, L'intervention du/uge etatique des mesures provisoires et

 conservat・fires en presence d'une conventi・n d'αrわ漁9θ'Dπ フ'ψαη9α∫8, anglais et suisse,

 2002,L.G.D.J., p.109.

(41)Section2(3)＆Section440f the Arbitration Act 1996. See, Mohammad-Ali Bahmaei,

 supra note㈹, pp.118-119.た だ し、同規 定 の 後 段 は留 保 規 定 を置 い て い る 。す な わ ち 、

 仲 裁 地 が 管 轄 地 外(outside the jurisdiction)で あ る と い う事 実 に よ っ て 権 限 行 使 が 不

 適 当(inappropriate)と な る 場 合 、 裁 判 所 は 権 限 を行 使 し な い こ とが で き る 。 この 点

 に つ い て は 、 後 述(本 稿 皿3(3)(i))す る 。

(42)Cf., Section250f the Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982;Interim Relief Order

 (SI 1997/392).シ ン ガ ポ ー ル控 訴 裁 判 所Swift-Fortune事 件 判 決(前 掲 注(6))パ ラ グ ラ

 フ74も 参 照 。
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事件 当時、 イ ングラ ンドにおける法状況 とシンガポールにおけるそれ とには

大 きな違 いが あった。

 (vi)結 論

 シ ンガポール控訴裁判所 の結論 は以下の とお りである。

 〔シ ンガポー ル国際仲裁 法Sectionl2(7)を 根拠 とす る権 限〕:Sectionl2(7)

は、 シ ンガポー ル裁判所 が国際仲 裁法Section12(1)に 定 め られてい る命令 ・

救済 を発令す る制定法上の権 限をそれ 自体 で付与す る ものではない。

 〔Section4(10)of the CLAを 根拠 とする権 限〕:① 債権者が債務者 に対 して

シ ンガポールにおいて裁判 を行い得 る訴訟 原因(cause of action)を 有 して

お り、 か つ、② そ の債 務 者 が シ ンガポ ー ル裁 判 所 の対 人管 轄(pers6nal

jurisdiction)に 服 す る、 と認 め られ ない限 り、 シ ンガポール裁 判所 が外 国

仲裁 との関係でマ レーバ ・イ ンジャンクシ ョンを発令す る権 限を有す る とは

いえない(43)。

2.シ ンガ ポー ル控 訴裁 判所 の 判断 の特 色

 こう して、結論 として、対象財産が シンガポールに所在す る場合 であって

も、外 国仲裁 との 関係での シンガポール裁判所 のマ レーバ ・イ ンジ ャンクシ ョ

(43)シ ン ガ ポ ー ル 控 訴 裁 判 所Swift-Fortune事 件 判 決(前 掲 注(6))パ ラ グ ラ フ96、97参 照 。

 な お 、 前 掲 注 勧 も参 照 さ れ た い 。Simon Green berg, Christopher Kee and J. Romesh

 Weeramantry, International Commercial Arbitration:An Asian-Pacific Perspective

 (Cambridge University Press,2011),pp.366-367に よ る と、 イ ン ドの 裁 判 所(the

 Division Bench of the Delhi High Court)も 、2009年 のMax India Ltd v General Binding

 Corporation事 件 に お い て 、 イ ン ドが 仲 裁 地 と さ れ て い な い 場 合(紛 争 解 決 に あ た っ て

 シ ン ガ ポ ー ル 法 に 準 拠 す る こ と と され 、 シ ン ガ ポ ー ル が 仲 裁 地 と さ れ て い た ケ ー ス)

 に つ い て 、 イ ン ド裁 判 所 に よ る 保 全 措 置 の 発 令 を 否 定 した 。 当 事 者 は イ ン ド以 外 の 国

 を 仲 裁 地 と す る こ と に よ っ て イ ン ド の 仲 裁 ・調 停 法(lndian Arbitration and

 Conciliation Act)を 排 除 した の で あ り、仲 裁 地(シ ンガ ポ ー ル)の 国 際 仲 裁 法 等 に よ っ

 て 十 分 な 救 済 が 得 ら れ る は ず で あ る と い う 理 由 を 示 し た と い う。 他 方 、Andrew

 Chan＆Renita Sophia Crasta, supra note(13), para.10は 、 イ ン ド ・カ ナ ダ ・香 港 の

 裁 判 所 が 外 国仲 裁 を サ ポ ー トす る た め の 保 全 措 置 の 発 令 権 限 を 肯 定 して い る こ と を 指

 摘 す る が 、 筆 者 は 、 残 念 な が ら、 これ ら の 文 献 で 挙 げ ら れ て い る裁 判 例 に は 直 接 に は

 接 す る こ と が で き な か っ た 。
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ン発令権限について消極的評価が示 されたわけだが、この結論については、

1つ 重要な前提があった。すなわち、当然ではあるが、この結論は当時のシ

ンガポール法を基に導かれたということである。

 シンガポール控訴裁判所は、前述のように、外国仲裁廷の権限侵害に当た

ることをすべ きでないという価値観を示 しており、その点で、全ての保全措

置が同等に扱われるべきとはいえないと考えていたようである。具体的には、

将来の仲裁廷の判断の執行を確保するための措置(51〃哲一Fortune事件で申請

されたマレーバ ・インジャンクションもこのタイプの措置である)を 裁判所

が発令することは、外国仲裁 との関係でも何 ら仲裁廷の権限を侵害するもの

ではないと解 していた。

 しかし、当時のシンガポール法の解釈 として、こうした保全措置の類型ご

とに発令如何 を区別することは困難であった。そこで、あらゆる類型の保全

措置 を外国仲裁との関係で裁判所が発令 し得ると解すか、あらゆる類型の保

全措置を外国仲裁との関係で発令 し得ない と解すか、という二者選択におい

て、「国際仲裁の精神」に反しないのはどちらかと言えば後者の解釈である

という判断を控訴裁判所は迫 られたといえる。

3.シ ンガ ポ ール に お け る国 際仲 裁 法 改正

(1)外 国仲裁 との関係 でのシンガポール裁判所の保全命令権 限の明確化

 2009年 、 シ ンガポール国際仲 裁法 は改正 された。 まず、Swift-Fortune事 件

で争点 となった同法Section12(7)は 削 除された。そ して、新た にSection12A

にお いて、仲裁 との関係での裁判所 を通 じた保全命令 につ いて詳細 な規定が

置か れるこ ととなった。

(2)2006年 改正モデル法Articlel7」

 シ ンガ ポー ル 国際仲 裁 法 改正 に先 立 っ て、2006年 、 国 際仲 裁 に 関す る

UNCITRALモ デル法 が改正 された。2006年 改正後のモ デル法 で新 たに置 か
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れたArticle17J㈹ による と、裁判所 は、仲裁手続 との関係 で暫定措置(保 全

措置)を 命 じる権 限を有 し、それは、仲裁地がその裁判所所 属国の領域 内に

在 るか否 か にかか わ らない。 このArticlel7Jは 、裁判所 の仲 裁支援 に関 し

ての国際仲 裁利用者及 び実務家の多数の見解 を反 映 した ものであ り(45)、シ ン

ガポールの改正法 もその方向性 に沿 った ものであ るとい うことがで きる㈹。

(3)裁 判所の保 全命令権 限が制限 される場合

 (i)外 国仲裁 との関係

 この ように、国際仲裁法Section12Aを 新 たに追加 す るこ とに より、 シ ン

ガポール裁判所 は、 一定の要件 が満 たされ る限 り、原則 として仲裁地が如何

な る国に在 る とされ るか を問わず に保全措 置 を発 令 し得 るこ とが明 らか に

なった。

 しか し、仲裁地 が外 国に在 る場合 につ いては、例外的 に、裁判所の裁量 に

よって発令 を認 めないこ とがで きる とす る留保条項がつ け られ てい る。すな

わち、国際仲裁法Article12A(3)は 、「高等法院又 はその裁判官 は、仲裁 地が

シンガポール外 であるか、 もしくは、仲裁地が指定又 は決定 される ときにシ

ンガポール外 の仲裁 地が選 ばれ る蓋然性 がある とい う事実 のために本条第2

項(Article12A(2))の 命令 を発令す るこ とが不 適 当 となる場 合、発令 をし

ない ことがで きる」㈲と定 める。 これは、 イ ングラ ン ドArbitration Act 1996

(44)2006年 改 正 後 の モ デ ル 法Article17Jは 次 の よ う な 規 定 で あ る 。"A Court shall have

 the same power of issuing an interim measure in relation to arbitration proceedings,

 irrespective of whether their place is in the territory of this State, as it has in

 relation to proceedings in courts. The court shall exercise such power in accordance

 with its own procedures in consideration of the specific features of international

 arbitration.

(45)See, Para 3.440f 2007 SAL ANN. Rev.48(2007).

㈹ た だ し 、2009年 の シ ン ガ ポ ー ル 国 際 仲 裁 法 改 正 時 に 、2006年 改 正 後 モ デ ル 法 の 新 規 定

 の 全 て が 採 用 さ れ た わ け で は な い 。

(47)"The High Court or a Judge thereof may refuse to make an order under subsection

 (2)if, in the opinion of the High Court or Judge, the fact that the place of arbitration

 is outside Singapore or likely to be outside Singapore when it is designated or

 determined makes it inappropriate to make such order."
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のSection44の 適用 に関す る同法Section2(3)綱 の後段 とほぼ同 じ内容 の規定

で ある。

 (ⅱ)仲 裁廷 の権 限 との関係

 さ らに、シンガポール国際仲 裁法Article12A(6)に は、「如何 なる場合であ っ

ても、高等法院又 はその裁判 官は、仲裁廷 及 びそ う した権 限 を当事者 によっ

て 託 さ れ た 仲 裁 機 関 そ の 他 の 機 関 又 は 者 が 実 効 的 に行 為 す る(act

effectively)権 限を有 さないか、又 は、当座 、実効的 に行為す るこ とがで き

ない ときにのみ、又 は、その限 りで のみ、第2項 の命令 を発す るこ とがで き

る。」 との定めが置かれた。

 また、同法Article12A(7)で も、「高等法 院又 はその裁判官 によって発令 さ

れた第2項 の命令 は、仲裁廷又 は当該命令 につ き権 限を有す る仲裁機関その

他の機関又 は者 が第2項 の命令の全部又は一部に明 らかに関係す る命令 を発

した場合 、その全 部又 は一部(各 々の場合 に対応 して)が 失効す る」 もの と

され る。

 これ らは、仲裁廷 の権 限 との関係での、裁判所 の保全命令権 限の補充性 を

示 した ものである と考 え られる。

 裁判所 を通 じた保全 命令 は控 えめにのみ認め られるべ きとい う方向性 は、

国際仲 裁法改正 前 に も、 シ ンガポ ール控訴 裁判所 のNCC International AB v

(48)Section2(3)は 次 の よ う に 定 め て い る 。"The powers conferred by the following

 sections apply even if the seat of the arbitration is outside England and Wales or

 Northern Ireland or no seat has been designated or determined‐

 (a)section 43(securing the attendance of witnesses),and

 (b)section 44(court powers exercisable in support of arbitral proceedings);

 but the court may refuse to exercise any such power if, in the opinion of the court,

 the fact that the seat of the arbitration is outside England and Wales or Northern

 Ireland, or that when designated or determined the seat is likely to be outside

 England and Wales or Northern Ireland, makes it inappropriate to do so."
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Alliance Concrete Singapore Pte Ltd事 件(49)(外国仲 裁合意 のケ ースでは ない)

において垣 間見 られていた。す なわち、 国際仲裁手続 をサポー トするための

保全措 置 を命 じる裁判所の権限は、紛争 を仲裁手続 によって解 決するために

債権者 が何 らかの行動 に出てい る場合 にのみ行使 され るべ きであ り、真 に仲

裁手続 を開始 す るつ も りもな く(5°)裁判所 にな され る申請 は濫用 的㈹で ある と

解 される、 と説 かれていた(52)。

 ま た 、 こ の よ う な帰 結 は、 シ ンガ ポ ー ル の 「仲 裁 法(AA)」 と,「国 際 仲

裁 法(IAA)」 と の 各 々 に お け る裁 判 所 の 権 限 に関 す る規 定 を比 較 す る こ

とに よって も導 か れ る。 た とえば、 仲裁 法 上 は"an interim inj unction or any

other interim measure"を と る権 限 が 裁 判 所 にの み付 与 され て い る(s 31

(d)of the AA)の に 対 し、 国 際仲 裁 法 上 は、規 定 上 、"an interim injunction

or any other interim measure"を 発 令 す る権 限 が仲 裁 廷(s 12(1)(i)of the

IAA)と 裁 判所(s 12(7)of the IAA)と に 競 合 的 に付 与 され る形 に な っ て

(49)〔2008〕2SLR 323.こ の事件 の当事者間では、その取引 に関して紛争が生 じた場合 の解

 決 方法 として、調停 ・仲裁手続(シ ンガポール国際仲裁センター 〔SIAC〕 の仲裁規則

 に よるイ中裁)等 によることが合意されていた。 ところが、債権者 は、仲裁等 を開始す

 る こ とな く、 シ ン ガポ ー ル の高 等 法 院判 事 に対 してinterlocutory mandatory

 injunction(債 権 者が注文 していたコンクリー トを債務者が提供す ること、及び、契

 約 の条項 にしたがってコンクリー トを提供することを継続することにより債務者が契

 約 を履行すること、 を仮 に命 じるインジャンクション)の 発令 を中請 した。高等法院

 判 事が中請を却下 したため、債権者が控訴裁判所 に抗告 したが、 シンガポール控訴裁

 判 所 もインジャンクシ ョンの中請却下の判断を是認 した。 なお、 この事件で債権者が

 求 めた のが、債 務者 に一定 の行為義務 を課す イ ンジ ャンク シ ョン(interlocutory

 mandatory injunction)で あ った点が看過 されてはならないと思 われ る。 シンガポー

 ル控訴裁判所の判示 において も、次の ように指摘 されている。即 ち、この ようなタイ

 プの暫定的インジャ ンクションを裁判所が命 じることは、実際上、契約上の義務の履

 行("specific performance")を 命 じるのと同じような意味 を持つ ところ、義務履行 を

 命 じるべ きか どうか という問題は、本来、仲裁廷の判断に任せ られている事項である、

 と(パ ラグラフ74参 照)。

(50)紛争発生後7カ 月ほど経過 した時点で も、まだ仲裁手続 を開始 しようとする動 きはな

 か った。

(51)控訴裁判所の判示では、"Abuse of Process"と されている。

(52)NCC International事 件 における控訴裁判所の判断(supra note(49))の パ ラグラフ74参 照。

 See also, Andrew Chan＆Renita Sophia Crasta, supra note(13),p.770(esp., footnote 4).
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いた(53)。そこで、仲裁法では、国際仲裁法に比べ、仲裁 との関係での裁判所

の関与が比較的広 く認められ、逆に、国際仲裁法においてのように仲裁廷 と

裁判所との権限が競合する場合は裁判所が制限的にのみ権限行使することが

求められる、と解 された。

Ⅳ  日本法への示唆

1.モ デル法9条 と日本の仲裁法15条 との関係

 先 にも触れたように、 日本の仲裁法15条 の規定自体は日本の裁判所が如何

なる場合に仲裁 との関係で保全措置を命 じ得るかを定めるものではないと解

される。そして、こうした理解は、 日本の仲裁法15条が基礎 とするモデル法

9条 の趣旨とも整合的である。また、日本の仲裁法15条 と類似するシンガポー

ル国際仲裁法12条7項(2009年 改正前)の 解釈 としても同様のことが指摘 さ

れていた(54)。

2.仲 裁 との関係 での 日本の裁判所の保全命令権限

(1)保 全命令権限の法的根拠

 それでは、如何なる場合に日本の裁判所は仲裁 との関係で保全措置を命 じ

得るのだろうか。

 仲裁法上は特に規律がなされていないのであれば、裁判所の国際裁判管轄

や保全手続に関する一般的なルールによることになる。

 国際裁判管轄に関しては、従来、我が国では判例準則に基づ く規律がなさ

れてきたが、2011年4月28日 、「民事訴訟法及び民事保全法の一部 を改正す

る法律」(55)が新たに可決成立 した。この施行後は、同法による改正を受けて、

(53)NCC International事 件 に お け る控 訴 裁 判 所 の 判 断(supra note(49))パ ラ グ ラ フ43参 照 。

岡 本 稿 皿1(4)(ⅱ)。

(55)平 成23年5月2日 法 律 第36号 。
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民事保全法上、新たに国際裁判管轄 に関する規定(11条)(56)が新設 されるこ

とになる。ただ し、この新規定は、その文言上、これまでの判例準則の基礎

となっていた民事保全法12条(57)の管轄の定め と特 に変わるものではないた

め、この分野の法状況の検討にあたっては従来の判例準則の下での裁判例が

引 き続 き参考になると考えられる。

(2)外 国仲裁かどうかという問題

 前述のように、シンガポールにおいては、仲裁地がシンガポールである場

合 とそうでない場合(「 外国仲裁」の場合)と を区別 して、「外国仲裁 との関

係でもシンガポール裁判所は保全を命 じる権限を有するのかどうか」が問題

とされていた。こうした点は、我が国の法の下でも問われ得るのであろうか。

 我が国における国際裁判管轄のルールによると、どのような種類の保全措

置についても、「日本の裁判所に本案の訴えを提起することがで きるとき」、

すなわち、 日本の裁判所に本案管轄がある場合 は原則 として保全命令管轄 も

認められることになる。では、外国仲裁の合意が存在する場合、又は、外国

仲裁手続が開始されている場合はどうか。外国仲裁であるかどうかにかかわ

らず、仲裁合意が存在する場合に当該仲裁合意にかかる紛争につき裁判所 に

本案訴訟が提起されれば、他方当事者は 「仲裁合意の抗弁」によって訴訟の

却下を申し立てることが可能である。そこで、日本法上は、外国仲裁か否か

を問わず、仲裁合意が存在する場合一般について 「日本の裁判所に本案の訴

えを提起することができるとき」ではないとして、少なくとも日本の裁判所

が 「本案管轄裁判所」たる地位に基づいて保全命令を発する権限は否定され

るのだろうか。

(56)この規定は、「保全命令の申立ては、日本の裁判所に本案の訴えを提起することがで

 きるとき、又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争物が日本国内にあるときに限り、

 することができる。」と定める。

(57)民事保全法(平 成1法91)12条1項 は、「保全命令事件は、本案の管轄裁判所又は仮

 に差し押さえるべ き物若しくは係争物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。」

 という規定である。
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 (i)「 本案管轄裁判所」＝「仲裁合意がなければ本案訴訟について管轄権を

   有 したであろう裁判所」(?)

 そもそも、仲裁合意がある場合、保全命令管轄を有する裁判所 としての 「本

案管轄裁判所」が存在 し得るのかどうかも問題である。

 1つ の考え方 としては、仲裁合意がなければ本案管轄を有 したはずの国の

裁判所が、「本案管轄裁判所」として仲裁 との関係で保全命令権限を有する

とする立場があり得る。 しかし、2007年 の東京地方裁判所決定6%は 、こう

した立場は採 られなかった。

 (ⅱ)「本案管轄裁判所」=「仲裁地を管轄する裁判所」(?)

 この2007年 東京地裁決定の事案では、当事者の一方が韓国法人であり、当

事者間のもともとの契約上、韓国を仲裁地とする仲裁合意が存在 した。債権

者が契約上の権利を有する地位 を仮 に定める仮処分の申請につき、東京地裁

は、「民事保全法12条1項 は、民事保全事件の管轄 について、本案の管轄裁

判所又は仮に差 し押さえるべき物若しくは係争物の所在地を管轄する地方裁

判所 と定めるところ、 『本案』 とは、被保全権利又は法律関係の存否を確定

する手続をいい、訴訟手続のほか、仲裁手続 もこれに該当すると解 されるか

ら、仲裁合意が存在する場合における同項所定の 『本案の管轄裁判所』 とは、

当該仲裁の仲裁地を管轄する裁判所 をいい、仲裁合意がなければ本案訴訟に

ついて管轄権を有 したであろう裁判所を含 まないと解するのが相当である。

なぜなら、このように解さなければ、仲裁合意が存在するために本案訴訟に

ついて管轄権を有 しない裁判所が、保全事件についてのみ管轄権を有するこ

ととなり、保全事件が本案訴訟に対して付随性 を有することに反する結果と

(58)東京 地決平成19年8月28日 判 時1991号89頁 、判 タ1272号282頁(契 約違反行為禁止等

 仮 処分命令事件)。 中野俊一郎 「判批」JCAジ ャーナル55巻8号6頁 、酒井一 「判批」

 判 時2018号178頁 、竹下啓介 「判批」平成20年 度 重要判例解説345頁 。 的場朝子 『特許

 庁 委託平成20年 度 産業財産権研究推進事業(平 成20-22年 度)報 告書:知 的財産権 に

 基 づ く侵害行為差止め仮処分の国際裁判管轄』(財 団法 人知的財産研 究所、2010年)

 31-34頁 で も触れている。
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なるからである。また、仲裁地を管轄する裁判所が保全事件 について管轄権

を有するとすることは、仲裁合意によって仲裁地を定めた当事者の合理的意

思に沿 うものであり、当事者間の公平の理念にも合致するということができ

る」と述べる。つまり、東京地方裁判所は、保全命令管轄 を有する 「本案管

轄裁判所」は、「仲裁地を管轄する裁判所」であると解 したわけである。

 この東京地裁の決定のように 「保全命令管轄を有する 『本案管轄裁判所』

=『仲裁地を管轄する裁判所』」と解する場合、合意された仲裁地が外国であ

るかどうか、つまり、外国仲裁の合意があったケースかどうかが意味をもっ

てくる。 しかしなが ら、こうした解釈は次のような疑問を喚起する。

 当事者によって最終的な紛争解決を任されているのは仲裁廷である。 とす

れば、仲裁廷こそが或る意味では 「本案管轄裁判所」の地位 にある。仲裁廷

が紛争解決の一環 として保全命令 をも命 じ得ることは当事者の予期すべ きも

のだとして も、「仲裁地を管轄する裁判所」による保全命令 をも当事者は仲

裁廷による保全命令 と同列に予期すべ きといえるのだろうか。

 特に、 この東京地裁の事件では一種の 「仮の地位を定める仮処分命令」が

申請された。そ して、仮の地位 を定める仮処分の場合、その措置の性格上、

申立てが認め られると本案判決が認容 されたのと同 じような効果を持ち得

る。当事者によって最終的な紛争解決を仲裁廷に託すことが合意されている

にもかかわらず裁判所が先行 して仮の地位を定める仮処分を認めれば、仲裁

廷による最終的判断を無意味にしかねない。 とすれば、仲裁地国の裁判所で

あれ、それ以外の国の裁判所であれ、裁判所による仮の地位を定める仮処分

命令は、仲裁廷が機能 し得ない場合にのみ例外的に認め られるべきであろう。

 翻って国際裁判管轄の問題としても、仲裁合意が存在するときに 「本案管
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轄裁判所」 としての地位(59)で保全命令管轄を有するのは原則 として仲裁廷で

あ って裁判所 ではない と解す るのが妥 当で はなかろ うか。

 なお、 この東京地裁 の事 件 は、求め られた保全措置 の性質 とい う観点(s°)か

ら は、 シ ン ガ ポ ー ル のSwift-Fortune事 件(財 産 保 全 の た め の マ レー バ ・イ

ン ジ ャ ン ク シ ョンが 求 め られた)よ りも、 シ ン ガポ ー ル のNCC International

AB v Alliance Concrete Singapore Pte Ltd事 件 ㈹ や イ ン グ ラ ン ド のChannel

Tunnel事 件(62)に類 似(63)する 事 案 で あ っ た。 Swift-Fortune事 件 に む しろ 近 い の

は、我 が 国 に お け る事 例 と して は、 次 節 で 取 り上 げ る旭 川地 裁 の 船 舶仮 差 押

(59)仲裁合意が存在する場合に 「本案管轄裁判所」以外の地位で保全措置をとりうる裁判

 所 があると解すべ きか どうかは更 に問題 となる。議論状況 については、前掲注(58)に挙

 げた諸文献が詳 しい。ただ し、国家裁判所の権 限は補充的にのみ認め られるべ きと解

 す る立場 からは、「本案管轄裁判所」以外の地位で保全命令権限を有する裁判所の存

 在 を認めるとして も、その権限はやは り仲裁廷 の権限に対 して補充的なものにとどま

 る と理解することになる(こ の点、前掲注鯛 で挙げた拙稿 の立場では、仲裁廷 との関

 係 での裁判所の権 限の補充性 の考慮 が不足気味であった ともいえる。 しか し、「本案

 管 轄裁判所」以外の地位で保全措置を命 じる裁判所は、保全命令 の国際裁判管轄が認

 め られるとしても、そ こで命 じ得る保全措置が本案の判断にとってかわるものになら

 ない限 りで措置 をとり得るにすぎないという考え方は、本案判断が仲裁廷に任 され る

 場 合でも裁判所 による場合で も共通 して成 り立つ)。

㈹ シンガポールのSwift-Fortune事 件 における控訴裁判所の判示 の中でも、 Sectionl2(7)の

 解 釈 として、外 国仲裁 との関係ではSectionl2(1)で 挙 げられている多種 の措置のうち

 の一部(仲 裁廷の権 限に対する不当な介入 にな らない類の もの)に ついてのみをシン

 ガポール裁判所が命 じる権 限を有すると解す ることが可能か どうかの検討がなされて

 い た(本 稿IH 1(4)(lll))。それで も結局、 シンガポール控訴裁判所 は、 Section12(7)を そ

 の ようには理解 し得 ない と結論づけた。それに対 し、Andrew Chan＆Renita Sophia

 Crasta, supra note(13)は 、制限的解釈が可能であるとし、控訴裁判所の判断に対 して

 批 判的な立場か ら評釈 をしている。す なわち、制限的な解釈 をすることによって、外

 国仲裁 との関係で も裁判所の保全命令 申請を認めることが可能であったというのであ

 る。

㈹ 前掲注(49)参照 。

(62)前掲注 伽参照。

(63)この 東京地裁 の事件 で申請された仮の地位 を定める仮処分の被保全権利の1つ は、当

 事 者間の本契約に基づ く履行請求権である。そこで、もし東京地裁が 申請 を認めると、

 契約上の債務の履行 を仮 に命 じることになるわけであるが、契約上の債務の有無は、

 本 来、仲裁廷の判断に任せ られた事項である。当事者が仲裁廷の最終的判断に任せ る

 こ とを合意 していた事項について、裁判所が仮 にとはいえ判断を下すことがで きるの

 か どうかが、問題 にな り得 た。
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保全異議申立事件（６４）である。

(3)措 置の対象財産が領域内に存在する国の裁判所の場合

 一般に、仮差押命令や係争物に関する仮処分命令の国際裁判管轄ルール と

しては(65)、措置の対象 となる 「財産所在地」や 「係争物所在地」の国の裁判

所に保全措置を命 じる権限が認め られる㈹。国際裁判管轄に関する我が国の

新法 もそれを肯定 している。しかし、仮差押のようなタイプの保全措置が本

案の最終的判断の執行を確保するためのものであ り、本案事件に対 して従た

るものである(保 全の本案付随性)と いうことに鑑みると、単に保全措置の

対象 となる財産所在地が管轄内に存在するという理由のみで、その地を管轄

する裁判所に保全命令権限を認めてよいのかどうかは問題 となり得る。

 過去に、イングランドのSiskina事 件では、財産がイングランドに所在す

るというのみでは、イングランド裁判所はマレーバ ・インジャンクションを

発令することはできないというルール(Siskinaの 法理)が 示 され、本稿 で

取 り上げたシンガポールのSwift-Fortune事 件(シ ンガポールに債務者財産

が所在 した)で も、この点が争点の1つ とされた。

 我が国における裁判例 としては、平成8年 の旭川地方裁判所決定が、仮差

押の本案付随性を極めて重視した判断を行っている。すなわち、同決定では、

「日本の裁判所に本案事件の裁判権が認め られなくとも、仮差押 目的物が 日

本に存在 し、外国裁判所の本案判決により、将来これに対する執行がなされ

る可能性のある場合には、 日本の裁判所に仮差押命令事件 についての裁判権

が認められると解するのが相当」(傍点は筆者による)で あるとした。

 この事件では、債権者 と債務者 との問に締結されていた請負契約に関する

(64)旭川地方裁判所平成8年2月9日 決定、判時1610号106頁 、 判タ927号254頁 。

(65)「仮 の地位を定める仮処分」の国際裁判管轄 については、前述の東京地方裁判所決定(前

 掲 注(58))の よ うに、原則 として 「本案管轄裁判所」のみに管轄が認め られると解 した

 例 もある。

㈹ 保全命令の国際裁判管轄 に関す る比較的最近の国際的な動向一般 につ いては、的場朝

 子 「保全命令の国際裁判管轄に関する一考察」国際私法年報10号98頁(2009年)。
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紛争につ き日本以外の国の裁判所 を管轄裁判所とする旨の管轄合意が存在し

ていたため、 日本の裁判所で本案訴訟を提起 しようとしても管轄合意の抗弁

により訴えが却下される可能性があった。この旭川地裁決定については賛否

両論があるが、この決定において展開された論理を敷術すると、債権者と債

務者 との問に仲裁合意が存在するケースについても、当該仲裁による判断が

将来 日本で承認 ・執行 される可能性を考慮することになろうか。

(4)「 仲裁地を管轄する国の裁判所」の役割

 A国 裁判所に提起 される本案訴訟 との関係で、他の如何なる国の裁判所 に

保全命令管轄が認められ得るかという問題を検討する場合 と異なり、仲裁手

続 との関係で如何 なる国の裁判所に保全命令管轄が認められるかという問題

を考える場合、仲裁地を管轄する国の裁判所(仲 裁地国裁判所)の 役割は何

なのかにつき思案しないわけにはいかない。

 前述の東京地裁決定のように仲裁地国裁判所を 「本案管轄裁判所」と同視

する立場はとらないとしても、少なくとも、例外的に緊急の場合などに、仲

裁 との関係で保全 を命 じる権限を仲裁地国裁判所が有すると解することが円

滑な仲裁制度の構築に資するといえるのかどうかは検討の余地がある。

3.仲 裁廷 と裁判所 との役割分担 という観点

(1)仲 裁廷 と裁判所との保全命令権限の関係

 仲裁廷の保全命令権限と裁判所を通 じた保全命令権限との関係について

は、2つ の考え方がある。1つ は、同位の競合を認める見解であ り、 もう1

つは、裁判所の保全命令は仲裁廷のそれに比べて補充的にのみ認められるべ
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きとす る見解であ る㈲。

シ ンガ ポ ー ル にお い て は、 前 述 の よ う に、 まず 、NCC International AB v

Alliance Concrete Singapore Pte Ltd事 件 に お い て 方 向 性 が 示 さ れ 、2009年 に

改 正 され た 国 際 仲 裁 法 のSectionl2Aは 、 裁 判 所 が保 全 措 置 を と りう る場 合

を制限する詳細な条項を置いた。つまり、裁判所の保全命令権限を補充的な

ものとす る立場 を採 用 している。

 我が国の現行 の仲 裁法15条 の規定 の存在 自体 は、

用 したもの とは解 されていない(ss)。

これ らの うちの一方 を採

(2)補 充的なものとしての裁判所の保全命令

裁判所の保全命令権限は補充的なものにすぎないとの立場に立つ と、さら

に、裁判所 を通 じた保全 命令 が具体的 に如何 なる場合 に認 め られるのかが問

題 になる(69)。

シ ン ガ ポ ー ル に お い て は 、 前 述 のNCC International事 件 で の 判 示 に お い

て 、

（６７）後掲注(ss)、81頁 〔豊田〕。松浦馨 「仲裁法上の保全処分制度について(立 法論)」 名城

 法学50巻 別冊357頁(2000年)、 特 に415頁 は、裁判所の権限の補充性を認める立場 を 「基

 本 的には」肯定 され る。 中村達也 「暫定的保全措置を命 じる仲裁人の権限(3・ 完)

   契 約 上の地位保全 を中心 として」JCAジ ャ ーナル45巻10号28頁(1998年)、 特

 に32頁 は、いずれにせ よ執行 に際 しては 「裁判所の協力 を必要 と」するという観点か ら、

 「当事者は自己の選択 により仲裁廷 と裁判所のいずれに対 して もその救済を求めるこ

 とができると解すべ き」 とされるが、「裁判所 による権 限の行使が仲裁手続 の障害 と

 なるのではなく、む しろ仲裁廷によっては十分に得 られない救済を補完す るものでな

 ければならない ことは明らかであ」るとの留保を付される。

(68)小島武司=高 桑昭 ・編 『注釈 と論点 仲裁法』(青 林書院、2007年)80頁 〔豊田博昭〕。

(69)ただ し、中野教授 は、「『補充性の原則』を承認す るとして も、仲裁人による暫定的規

 整 の実効性が制限されていることを考慮すれば、それによって裁判所の保全処分権限

 が排除 されるべ き場合 は多 くない。その うえ、仲裁人による暫定的規整が実効性 をも

 つ かどうかの判 断は、当事者が合意 した仲裁手続の具体的内容、仲裁手続準拠法上の

 仲裁人の権限範囲、中 し立てられる暫定的措置の内容、 申立てがなされた時点などの

 具体的状況のいかんによって異な りうるのであって、あらか じめ一般論 を立てるのは

 難 しい。」 と指摘 されている(中 野俊一郎 「国際商事仲裁 における実効性の確保

 仲 裁 と保全処分 の関係、な らびに仲裁判 断の 『終局性』の概念について(二 ・完)」

 神戸法学雑誌38巻2号353頁(1988年)、 特に466頁)。
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① 緊急の場合、

② 仲裁合意に拘束されない第三者に効果を及ぼす必要があるとき、

③ 裁判所の強制力が必要とされる場合、

には裁判所 を通 じた保全命令が必要 となることが指摘 されてお り㈲、2009年

改正後の国際仲裁法Section12A(6)の 解釈 としても、この①②③のような場

合には裁判所が保全措置をとりうるとされるものと考えられる。

 日本の現行法の下でも、解釈上、裁判所が保全命令を発令 し得る場合を制

限的に検討する余地はある。たとえば、保全措置には多様な種類のもの(日

本法に照 らして考えると、「仮の地位 を定める仮処分型」や 「仮差押型」など)

があるが、措置の種類ごとに、仲裁廷による命令に親和的な性質のものとそ

うでない もの、裁判所が措置をとることで仲裁手続に対 して不当な干渉 とな

り得るものとそうでないもの、等の違いがあると考えられるhl)。ただ し、こ

うした違いの考慮は、少なくとも我が国の現行法の解釈 としては、裁判所の

国際裁判管轄の有無の問題としてよりも、発令要件(「保全の必要性」など)

を充足するか どうかの問題 として扱われることになろうか。

V おわりに

 本稿で紹介 したように、シンガポールにおいては、外国仲裁との関係でも、

裁判所が、原則として保全措置を命 じ得るものとする国際仲裁法改正が2009

年に行われた(た だ し、法改正前から、裁判所の権限は仲裁廷 との関係では

(70)NCC International事 件 における控訴裁判所 の判断(supra note(49))の パ ラグラフ28-

 41参 照。

(71)措置 の種類 による違いについては、従来か ら意識 されて きている。例 えば、特 に補充

 性 についての言及ではないが、上野泰男 「仲裁手続と保全処分  判 例 の検討」関法

 39巻4・5号1067頁 、特 に1121頁 。 なお、中野・前掲注㈹ 、464頁 は、措置の種類 によっ

 て違いが生 じ得 ることを否定 されているわけではないが、裁判所の権限は、中請 され

 る措置の種類 自体ではな く、む しろ 「仲裁人が実効的な暫定的規整 を行 うことができ

 る」場合か どうか とい うメルクマールによるもの と考え られるようである。
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補充的なものと解 されて きてお り、さらに、2009年 改正後 も、「外国」仲裁

との関係では裁判所がその裁量で権限行使を控えることが可能である)。

 日本法上は、「仲裁合意が存在 しても、急を要するときに、仲裁地のいか

んにかかわらず、裁判所 に保全処分を求めることができることについては、

従来か ら特に異論はない」（７２）との指摘 もあるが、前述の2007年 の東京地裁決

定（７３）のように 「本案管轄裁判所」として国際保全命令管轄を有するのは 「仲

裁地を管轄する裁判所」であると解する場合、仲裁地がどこの国に所在する

のかという事項が少なからぬ意味をもつことになる。 しかし、我が国におい

ても、国際仲裁制度の発展を推進するという観点からは、仲裁地がどこであ

るかにかかわ りな く仲裁手続を適正にサポー トで きる方向での法解釈が望ま

れよう。

 なお、本稿では、仲裁 との関連での裁判所の保全命令の問題を検討するに

あた り、そこで求められる命令の種類によって異なる考察が必要とな り得る

ことには触れたが、そうした多様な保全命令の中に証拠に関する命令も含め

られるのかどうかについては殆 ど検討できなかった。この点、保全命令の国

際裁判管轄一般の問題 としても、証拠に関する措置の位置づけについては議

論があるところである(74)。国際仲裁をサポー トするために裁判所がとり得る

(72)小島武司=高 桑昭 編 『注釈 と論点 仲裁法』(青 林書院、2007年)25頁 〔高桑昭〕。

(73)前掲 注(58)。

(74)民・商事事件の裁判管轄 と裁判の承認 ・執行 に関するブリュッセル1規 則31条(そ の

 前 身のブ リュッセル条約24条)と の関係では、欧州司法裁判所の先決判断や法務官意

 見 において興味深い考察がなされてきている。多田望 「国際知的財産権侵害における

 暫 定措置 としての証拠保全序説:明 細録取(saisie description)とTedesco事 件 法務

 官 意見の検討 を中心に」熊本法学119号336頁 を参照。欧州司法裁判所の先決判断につ

 い ては、的場朝子 「欧州司法裁判所による保全命令関連判断  ブ リ ュッセル条約24

 条(規 則31条)の 解釈」神戸法学雑誌58巻2号99頁(2008年)、 特に、155-160頁 で も

 触 れている。
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措置は如何なるものなのか、証拠保全命令のような措置(75)は日本の仲裁法15

条の 「保全処分」 とは区別されるのか（７６）といった点の検討 は、今後の課題 と

した い。

(75)UNCITRALモ デ ル法Article17は 仲 裁廷の保全命令権限 についての規定であるとこ

 ろ、2006年 改正後 に加え られたArticlel7(2)は 仲 裁廷 が命 じ得る各種の措置 を具体的

 に列挙する。Articlel7(2)の(d)号 で は、「紛争解決に関連を有 し、かつ、重要な証拠 を

 保全する」命令が挙げ られている。

㈹ 証拠調べ については、我が国の仲裁法35条 に明文の定めがある。 しか し、仲裁法1条 ・

 3条 に よると、 この35条 は仲裁地が 日本国外 にある場合 には適用 されず、 この規定 を

 根 拠 として外 国仲裁 との関連で 日本の裁判所が証拠調べの手続 を行 うことはできない

 と解 されている。


